
 

通所介護 重要事項説明書 
                            デイサービス来住                  

 通所介護サービス提供開始にあたり、法令に基づいて、当事業者がご利用者に説明

すべき事項は次のとおりです。 

 

1 事業者 

事 業 者 の 名 称 株式会社 クロス・サービス 

事 業 者 の 所 在 地 〒791-1102 愛媛県松山市来住町１４５８番地４ 

法  人  種  別    株式会社 

代  表  者  名   代表取締役  岡部 純二 

電  話  番  号   （０８９）９５８－７００１ 

2 ご利用事業所 

事 業 所 の 名 称   デイサービス来住 

介護保険指定事業所番号   ３８７０１０３０９４ 

サ ー ビ ス の 種 類   通所介護  

事 業 所 の 所 在 地 〒791-1102 愛媛県松山市来住町１０５７番地１ 

管  理  者    野村 透  

電  話  番  号  （０８９）９９０－３１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号   （０８９）９９０－３１１３ 

3 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 

 

 

  株式会社クロス・サービスが開設するデイサービス来住が行う通所 

介護サービスの適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関す 

る事項を定め、事業所の管理者や従事者が、要介護状態にある高齢者 

等に対し、適正なサービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. デイサービス来住は、通所介護計画に基づき、可能な限り居宅での 

生活を維持していけるよう、入浴、排泄、食事等の介護、相談・援

助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の世話を行います｡そのことにより、利用 

者がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができ 

るよう支援します。 

 

２. 支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用

者の立場に立って指定通所介護サービスを提供するよう努めます。 

 

３. 事業の運営に当たっては、指定通所介護サービス事業者として適正 

な運営を行うとともに、地域や家庭との結びつきを重視し、市町、 

他の居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、地 

域包括支援センター、指定介護予防サービス事業者、保健医療サー 

ビス・福祉サービスの提供者との密接な連携に努めます。 

 



 

4 事業所の概要 

(1) 敷地および建物 

 敷         地     １５５７．６４㎡ 

建  物 

 

構   造 鉄骨２階建ての１階部分（耐火建築） 

延べ床面積    ２６５．５０㎡ 利用定員 ２４名 

 

 

  (2)主な設備 

設備の種類 数 面     積 1人当りの

面積 

備  考 

食堂兼 

機能訓練室 
１ １００．１６㎡ ４．１７㎡  

浴    室 １   ２１．４９㎡  
・普通浴槽 

・特殊浴槽 

脱 衣 室 １    ９．６３㎡   

便    所 １ １０．８３㎡   

相 談 室 １ ２６．８９㎡   

静 養 室 １ １０．８３㎡   

事 務 室 １ １３．４７㎡   

厨    房 １ １４．４４㎡   

送 迎 車 ４    

 

5 職員体制 

従業者の職種 員 数 ・ 職 務 内 容 

生活相談員 
常勤２名   利用者の生活相談を行うとともに利用者の日常生活 

 全般にわたる介護業務を行います。 

看護職員 

非常勤４名  利用者の保健衛生ならびに看護業務を行うととも 

に、機能訓練及び利用者の日常生活全般にわたる介 

護業務を行います。（機能訓練指導員兼務） 

介護職員 
常勤１名  利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行います。 

非常勤１２名 

機能訓練指導員 
看護職員兼務 日常生活に必要な機能を改善し、またはその減退 

を防止するための訓練を行います。 

管 理 者 
常勤１名   事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行 

います。（生活相談員兼務） 

運 転 手 従業者兼務  送迎・外出等の車輌運転を行います。 

 

 

 



 

6 営業日・時間 

営  業  日  日曜日のみ休み 

営 業 時 間   ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間   ８：３０～１７：３０  
 

    ※利用時間はできる限りご希望にあわせて対応いたします。 

 

7  通常の事業の実施地域 

○松山市（興居島、高浜、和気、堀江、五明、旧中島町、旧北条市を除く） 

○砥部町（旧広田村を除く） 

○松前町 

○東温市（旧川内町を除く） 

 

8  通所介護サービスの内容及び利用料 

(1) 通所介護サービスの内容 

種 類 内         容 利  用  料 

排せつの 

介助 

・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとと 

もに、排せつの自立についても適切な援助を行いま

す。 

・おむつを使用する方に対しては、１日３回の交換を 

行うとともに、必要な場合はこれを超えて交換を行 

います。 

介護報酬の告知上

の額。ただし、法

定代理受領の場合

は居宅介護サービ

ス基準額の介護保

険負担割合証に記

載されている割合

に応じた額。法定

代理受領でない場

合は、居宅介護サ

ービス基準額相当

額です。 

入浴の 

介助 

・利用者の希望や状況に応じて適切な入浴介助を行い 

ます。 

健康管理 緊急時等必要な場合には主治医あるいは協力医療機 

関等に責任をもって引継ぎます。 

（当事業所の嘱託医療機関） 

    かどた内科     ℡957-3113 

    坪井整形外科   ℡973-8311 

    来住歯科医院   ℡975-8811 

個別機能

訓練 

日常生活に必要な機能を改善し、またはその減退を 

防止するための訓練を行います。 

 

アクティ

ビティ 

利用者に対して、計画的に集団的レクリエーション 

や創作活動等の機能訓練のサービス提供を行いま

す。 

 

相談及び

援助 

当事業所は、利用者およびそのご家族からのいかな 

る相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要

な援助を行うよう努めます。（相談窓口）野村 透 

 

行 事 当事業所では、行事計画にそってレクリエーショ 

ン行事・アクティビティ活動を企画します。 

施設外レクリエー

ション等について

は実費（交通費・

入場料・材料費等

の費用） 

 

 



 

(2)利用料金 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の１割負担です。
ただし、一定の所得以上の方は、２割以上負担の場合があります。負担額は、介護保
険負担割合証の割合に応じた額となります。 

 

 利 用 時 間 

３～４時間 ４～５時間 ５～６時間 ６～７時間 ７～８時間 ８～９時間 

要介護１ 370円 388円 570円 584円  658円  669円 

要介護２ 423円 444円 673円 689円  777円  791円 

要介護３ 479円 502円 777円 796円  900円  915円 

要介護４ 533円 560円 880円 901円 1,023円 1,041円 

要介護５ 588円 617円 984円 1,008円 1,148円 1,168円 

 

 

加算項目 金額 

入浴介助加算 40 円（ご入浴 1 回ごとに） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 1ヶ月総単位数の 9％ 

 

 

 (3)介護保険給付外サービス 

種 類 内      容 利  用  料 

おむつの提供 利用者のご希望に応じて提供しま

す。 

 実  費  (１枚単価) 

尿パット         Ｍ   ４０円 

                 Ｌ   ５０円 

                 LL   ８０円 

紙ｵﾑﾂ     ﾌﾗｯﾄ   Ｍ １００円 

          ﾌﾗｯﾄ   Ｌ １２０円 

    ﾏｼﾞｯｸﾃｰﾌﾟ付  Ｍ １５０円 

                 Ｌ １８０円 

パンツタイプ     Ｍ １７０円  

                 Ｌ １９０円 

理美容サービス ご希望に応じて、当施設提携の理

美容店にて、訪問理美容サービス

をご利用頂けます。 

 実  費 

 

※食費   ６５０円（おやつ代・飲物代等含む） 

 

 

 

 

（通常規模型）（負担割合証で１割負担の場合） 

 



 

9 利用の中止・変更 

お客様のご都合でサービスを中止又は変更することができます。この場合は、サー

ビス実施日の前日 15 時までに事業所に申し出てください。利用日前日 15 時以降に申

し出をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いただきます。 

①  ご利用日の前日 15 時までにご連絡いただいた場合   無 料 

② 上記以後にご連絡いただいた場合 介護報酬の１割分 

＋食費６５０円（昼食提供予定の方のみ） 

（介護報酬の１割分については利用者の体調不

良等やむをえない場合はいただきません。） 

 

10 苦情等（利用者に対する人権擁護・虐待防止を含む）の受付について 

（１）事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談 

  サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に

関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の窓口で受け付けます。 

   ○相談・苦情受付窓口（担当者） 野村 透 

   ○受付時間  毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

苦情申立窓口 電  話 受 付 時 間 等 

愛媛県長寿介護課 ９１２－２４３０ 
平日 8：30～17：15 

（※土･日･祝･年末年始休み） 

愛媛県福祉サービス運営適正化 

委員会 
９９８－３４７７ 

平日 9：00～12：00、 

13：00～16：30 

（※土･日･祝･年末年始休み） 

松山市介護保険課 ９４８－６９６８ 
平日 8：30～17：15 

（※土･日･祝･年末年始休み） 

伊予郡松前町保険課 ９８５－４１１５ 
平日 8：30～17：15 

（※土･日･祝･年末年始休み） 

伊予郡砥部町介護福祉課 ９６２－７２５５ 
平日 8：30～17：15 

（※土･日･祝･年末年始休み） 

東温市長寿介護課 ９６４－４４０８ 
平日 8：30～17：15 

（※土･日･祝･年末年始休み） 

国民健康保険団体連合会 

介護福祉課 
９６８－８７００ 

平日 8：30～17：15 

（※土･日･祝･年末年始休み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 虐待防止のための措置 

（１）虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じます。 

① 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用し 

   て行うことができるものとする）の定期的な開催と、その結果について従業者 

への周知の徹底 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修の定期的な実施 

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置 

 

（２）サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護す 

  る者)よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを 

市町村に通報します。 

 

12 協力医療機関 

医療機関の名称 

（診療科） 

院長または

管理者 
所在地 電話番号 

救急指定

の 

有無 

 かどた内科（内科） 門田 富史 伊予郡砥部町高尾田 635-2 957-3113 無 

坪井整形外科（整形外科） 坪井 誠司 松山市南斎院町 53-1 973-8311 無 

 来住歯科医院（歯科） 安井 章 松山市来住町 961-1 975-8811 無 

訪問看護ステーションてとて 上田 恵 松山市来住町 1057-1 975-7919 
 

 

 

13 非常災害時の対策 

非常時の対応  非常災害に備えて、消火器等を設置し、防火管理責任者が防

災・非難に関する計画を作成します。 

近隣との協力関係 
 来住町内会に協力依頼を行い、常時の相互の応援を約束して 

います。 

平常時の訓練等 
 ６ヶ月に１回の避難･救出等の訓練を、利用者も参加して実施 

します。 

防 災 設 備 

 
設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー  48箇所 屋内消火器  ３箇所 

自動火災報知機  13箇所 非常通報装置  １箇所 

誘導灯  ７箇所 漏電火災報知機   あり 

ガス漏れ報知機  １箇所 非常用電源   あり 

カーテンは防炎性能のあるものを使用しております。 

 

 

 

 

 



 

14 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

居室・設備・器具 

の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用く 

ださい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償 

していただくことがございます。 

喫煙・飲酒 喫煙は決められた場所でお願いいたします。飲酒もできます。 

迷惑行為等 騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

宗教活動・政治活動 
施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮 

ください。 

 

 

15 事故等の対応 

   指定通所介護の実施中に、利用者の病状の急変及びその他の緊急事態が生じた

ときは、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講じるとともに、管理者に報告

します。又、事故が発生した場合には、速やかに市町及び利用者の家族、居宅介

護支援事業所、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じ

ます。そして、それらを記録に残します。 

サービスの提供にあたって、ご利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合 

には、その損害を賠償します。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合 

には、この限りではありません。当事業所は損害賠償義務の履行を確保するため、 

損害賠償責任保険に加入しています。 

 

16 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

 評価結果の開示状況  

※ご家族アンケートを年に１回実施しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 個人情報の取り扱いについて 
サービスのご利用に伴い入手する利用者及びその家族の個人情報の保護と取り

扱いにつきまして、弊社個人情報保護に関する規定に伴いご説明します。 

1.個人情報に関する弊社

の基本的な姿勢 

弊社は、利用者及びその家族の個人情報の保護を尊重しこ

れを担保するために「個人情報保護方針」「個人情報保護

マネジメントシステム管理基本規程」を定め実行してまい

ります。 

2.弊社が保有する個人情

報 

① 弊社は、サービスの利用に伴い入手した利用者の生年月

日・住所・電話番号・家族状況・緊急連絡先・健康状

態・銀行口座等の個人情報を有しております。 

② 利用者の個人情報は、弊社の管理システムに登録または

資料として保管されます。 

③ お預かりした個人情報は責任をもって管理し、法令又は

契約の条項に定める場合や個人の利益を保護する為に必

要な場合以外は第三者に開示・提供することはございま

せん。 

3.ご利用者様の個人情報

の利用目的 

① 利用者の介護方法や手順を検討し、これらの計画を立て

るため 

② サービス担当者会議等適切なサービス実施のためサービ

スに携わる者が集まって行う討議、またはサービスの質

の向上を目的とした評価機関による審査等のため 

③ 契約又は法令等に基づく弊社の義務の履行および権利の

行使その他、これに付随する諸対応のため 

④ 上記各目的に付帯する事項のため 

4.利用者の個人情報の第

三者提供について 

収集した個人情報は、契約に記載の内容又は法令に基づく

場合を除き、利用者の承諾なく第三者に提供・開示いたし

ません。 

5.利用者の個人情報の開

示・訂正・削除等 

① 収集した個人情報についての開示の請求があった場合

は、その請求に基づいて、ご本人確認のうえ速やかに対

応いたします。さらに、開示した内容が間違っていた場

合には、速やかにその情報を訂正いたします。 

② 利用者により登録内容の取消しがあった場合、もしくは

下記のいずれかに該当した場合は、登録を削除させてい

ただきます。 

・ 内容に虚偽の申告があった場合。 

・ 故意または重大な過失により、弊社、または第三者に

損害を与えた場合。 

・ 弊社に不利益を与える行為、または名誉、信用を損な

う行為があった場合。 

6.個人情報保護管理者へ

の連絡先 

個人情報保護管理者 ㈱クロス・サービス 担当取締役 

TEL:０８９－９５８－７００１ 

7.利用者及びその家族の

個人情報に関する苦情、

訂正、利用停止等の申立

先、または相談窓口 

苦情・相談窓口責任者 ㈱クロス・サービス 総務部長 

TEL:０８９－９５８－７００１ 

FAX:０８９－９５８－７０５０ 

E-Mail:info@cross-service.co.jp 

※弊社が保有する個人情報開示、訂正、利用停止、消去等の手続きは、弊社苦情相

談窓口にお申し出ください。 


